
交通費・宿泊費を補助！
※大分県で就職活動を行う場合

STEP
1

・おおいた産業人財センターに登録
・大分県内企業へ応募し、面接又はインターンシップ等を
実施

・企業に「実施証明書」への記入・押印を依頼

STEP
2

・交付申請書／居住地の確認できる証明書／学生証や履歴書の
写し／交通費等の領収書／実施証明書などを提出

STEP
3

・県から交付決定通知書を受領後、交付請求書の作成・提出

大分県ＵＩＪターン希望者面接支援補助金
大分県内企業インターンシップ等支援補助金

県外在住の学生や
求職者の方へ！

手続きは簡単！３ＳＴＥＰ

指定口座に補助金を振込

詳しくは県庁HPへ



《大分県ＵＩＪターン希望者面接支援補助金》
・面接実施時点の勤務地が大分県外の者
・面接実施時点は無職で、直近の勤務地が大分県外の者
・大分県外の学校（大学（院）・高専・短大・専門学校・高校等）の未就職卒業生
・大分県外の学校（大学（院）・高専・短大・専門学校等）に属し、卒業年次の者

《大分県内企業インターンシップ等支援補助金》
・大分県外の学校（大学（院）・高専・短大・専門学校等）で修学している者

■補助対象者 ※大分県外に居住していることが前提

■申請に必要な書類
《大分県ＵＩＪターン希望者面接支援補助金》
・大分県UIJターン希望者面接支援補助金交付申請書及び実績報告書
・居住地の確認できる公的証明書（運転免許証など）又は公共料金の領収書の写し、
賃貸借契約書の写し

・既卒者は履歴書の写し、学生は学生証の写し、在学証明書など
・公共交通機関及び宿泊先等への支払いを証する書類
・面接実施証明書
・大分県暴力団排除条例に基づく誓約書
・その他知事が必要と定める書類

《大分県内企業インターンシップ等支援補助金》
・大分県内企業インターンシップ支援補助金交付申請書及び実績報告書
・居住地の確認できる公的証明書（運転免許証など）又は公共料金の領収書の写し、
賃貸借契約書の写し

・学生証の写し、在学証明書など
・公共交通機関及び宿泊先等への支払いを証する書類
・インターンシップ実施証明書
・大分県暴力団排除条例に基づく誓約書
・その他知事が必要と定める書類

■申請書類の提出先、お問い合わせ先
大分県商工観光労働部 産業人材政策課 ０９７-５０６-３３３２

《大分県ＵＩＪターン希望者面接支援補助金》
・居住地と面接地の最寄駅等を往復するために必要な公共交通機関
（タクシーを除く）を使用した交通費実費及び宿泊費１泊分

・補助上限額
１．交通費 九州（大分を除く）１万円、近畿・中国・四国・沖縄２万円、

関東・中部３万円、北海道・東北４万円
２．宿泊費 １万円

《大分県内企業インターンシップ等支援補助金》
・居住地とインターンシップ実施地の最寄駅等を往復するために必要な公共交通機関
（タクシーを除く）を使用した交通費実費及び宿泊費５泊分

・補助上限額
１．交通費 九州（大分を除く）１万円、近畿・中国・四国・沖縄２万円、

関東・中部３万円、北海道・東北４万
２．宿泊費 １泊あたり１万円×宿泊日数（５泊以内）

■補助金の内容 ※各補助は年度につき１人１回までの申請とします

※申請は面接及びインターンシップ等の終了の翌日から３０日以内
かつ当該年度の３月１５日まで


